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返信用封筒をご利用ください。
kanribu＠gjhomes.co.jp

お申込方法

先着３０名様まで 担当：森山・松尾まで

場所

日時

弊社管理部事務所３階 セミナールーム
〒602‐0912
京都市上京区烏丸通一条西南角龍前町587

７月１日（土）
受　付：１３：００
第１部：１３：３０～１５：００
第２部：１５：１０～１６：３０

第１部

全国で賃貸マンション・アパートを 10,800 室運用しており、昨今問題と
なってきている物件の老朽化に対処する方法と、世代交代を含めた事業継
承を円滑に進めるための手法について、賃貸市況を踏まえながらプロの目
線でお話致します。目からウロコの情報が盛りだくさんですので、是非と
もお聞きください。

「生前贈与加算の対象期間が３年から７年に…」。衝撃が走りました。令和
５年度税制改正は、相続時精算課税制度の見直しを含め、生前贈与の方法
が大きく見直される改正となりました。新聞テレビ等で、「駆け込み贈与の
ラストイヤー」という言葉を目にされることが多いのではないでしょうか。
果たして私の場合、どうすれば良いの？という疑問をお持ちの皆様に、もう一度基本から今回
の税制改正のポイントを分かり易くお伝えできればと思っております。是非ご参加下さい。

講師：JPMCグループCOO 株式会社 JPMC 取締役専務執行役員 パートナー事業本部長　池田 茂雄

第２部
講師：ひかり税理士法人 税務推進部 税理士　清野 裕子

持続的な賃貸経営『運用術教えます』持続的な賃貸経営『運用術教えます』

『令和５年度税制改正』効果的な生前贈与について『令和５年度税制改正』効果的な生前贈与について

参加
無料

講演プログラム

株式会社京都住宅センター学生住宅　管理部
〒６０２‐０９１２　京都市上京区烏丸通一条西南角龍前町５８７


